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退職給付会計に係る会計基準変更時差異と会計処理方針について 
 

 

 当社の来期（平成１３年１２月期）から適用となる「退職給付に係る会計基準」に関する処理方 

針ついて、下記のとおり、お知らせいたします。 

 
記 

 

１．現時点における概算額 

新 し い 退 職 給 付 会 計 基 準 を 適 用 し た 場 合 の 現 時 点 で の 会 計 基 準 変 更 時 差 異 ・ 概 算 
額は、２，２５１百万円です。 

なお、当会計基準の適用年度は来期（平成１３年１２月期）からであり、予測退職給付 
債 務 額 等 は 、 現 在 、 関 係 機 関 に 試 算 を 依 頼 中 の た め 、 上 記 概 算 額 は 変 わ る 可 能 性 が 
あ り ま す 。 

 

２．会計処理方針 

上 記 差 異 は 、 １ ５ 年 以 内 で の 償 却 が 認 め ら れ て い ま す が 、 財 務 の 健 全 性 の 観 点 か ら 、 
適 用 初 年 度 の 平 成 １ ３ 年 １ ２ 月 期 に 一 括 償 却 を 行 い 、 特 別 損 失 と し て 計 上 す る 方 針 で 
す。 

 

３．業績に及ぼす影響 

新 し い 退 職 給 付 会 計 基 準 は 、 当 期 に は 適 用 さ れ ま せ ん の で 、 当 期 の 業 績 に 及 ぼ す  
影 響 は あ り ま せ ん 。 

な お 、 来 期 の 業 績 予 想 に つ い て は 、 今 後 、 見 通 し が 明 確 に な り 次 第 、 発 表 い た し ま 
す。 

 
以上 

店 


